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別表一の二(二)次葉 (※平成26年10月１日以後開始する連結事業年度から）
｢35｣欄又は｢39｣欄に記載がある場合には、適用額明細書に以下の記載が必要です。

　特定の協同組合等※である連結法人の法人税率の特例を適用している場合

①　｢租税特別措置法の条項｣欄：｢第68条の８第２項｣

②　｢区分番号｣欄：｢10372｣

③　｢適用額｣欄：当該別表一の二次葉(二)｢35｣欄の金額(円単位)

(注)　１　

　　　 ２

　

適用額 は、年800万円 が上限 となります。

別表一 の二(二)｢ １｣欄 が｢ ０｣又 はマイナスの場合 には、適用額明細書 に記載

※　法人税法第２条第７号に規定する協同組合等(特定の地域又は地域に係るものに限ります。)のうち、

   租税特別措置法第68条の108第１項第１号から第３号までに掲げる要件の全てに該当する協同組合等

 しないでください。

｢35｣欄

　中小企業者等である連結法人の法人税率の特例を適用している場合

①　｢租税特別措置法の条項｣欄：｢第68条の８第１項第２号｣

②　｢区分番号｣欄：｢10370｣

③　｢適用額｣欄：当該別表一の二次葉(二)｢39｣欄の金額(円単位)

　(注)　１

　　　　 ２

適用額 は、年800万円 が上限 となります。

別表一 の二(二)｢ １｣欄 が｢ ０｣又 はマイナスの場合 には、適用額明細書

 に記載 しなでください。

｢39｣欄


